
平成３０年度 第１回 甲賀市青少年自然体験活動推進委員会 次第 

 

                       日時：平成３０年７月３日（火）  

１９時３０分～２１時３０分 

                       場所：甲南青少年研修センター 会議室 

 

 

１. 開会 

・黙祷 

・市民憲章唱和 

・あいさつ 

 

２．自己紹介 

 

 

３．甲賀市青少年自然体験活動推進委員会について 

 

 

４. 報告事項、議題 

①平成２９年度甲賀市青少年自然体験活動振興計画に基づく事業実施状況について 

 

②平成３０年度甲賀市青少年自然体験活動振興計画に基づく事業実施・計画について  

・野外調理施設について 

 

・甲賀市青少年活動セミナーについて 

 

・甲賀市青少年活動安全誓いのつどいについて 

 

・自然体験活動事業（ニンニン忍者キャンプ）について 

 

 ・自然体験活動担当職員等研修について 

 

 ・青少年自然体験活動指導者等研修会ついて 

 

③今後の事業実施について 

・次年度以降の「青少年活動安全誓いのつどい」の開催について 

 

５．その他 

 

 



・資料 １  「甲賀市青少年自然体験活動推進委員会 委員名簿」 

 ・資料 ２  「甲賀市附属機関の会議の公開等に関する指針」 

 ・資料 ３  「甲賀市青少年自然体験活動推進委員会規則」 

 ・資料 ４  「報告事項・議題」 

 ・資料 ５  「平成２９年度青少年自然体験活動事業 実績一覧表」 

 ・資料 ６  「平成３０年度青少年自然体験活動事業 計画一覧表」 

 ・資料 ７   「野外調理研修施設概要」 

 ・資料 ８  「甲賀市青少年自然体験活動振興計画」 

 ・資料 ９  「甲賀市甲南青少年研修センター条例」 

 ・資料 10  「甲賀市自然活動支援センター設置要綱」 

   

 

 

 

 

 

 



区　分 団体等 職　名 氏　名 委嘱日 任期

1 ガールスカウト 団委員長 佐々木美耶子 H28.10.1 H28.10.1～H30.9.30

2 ボーイスカウト 団委員長 横川　正己 H28.10.1 H28.10.1～H30.9.30

3
甲賀市青少年育成市民
会議

副会長 神山　裕史 H28.10.1 H28.10.1～H30.9.30

4
甲賀市ＰＴＡ連絡協議
会

甲南支部副支部
長

森田　和敬 H30.6.6 H30.6.6～H30.9.30

5
学識経
験者

滋賀県キャンプ協会 事務局長 吉久　義則 H28.10.1 H28.10.1～H30.9.30

6 学校教育
多羅尾小学校校
長

山本　広孝 H29.6.1 H29.6.1～H30.9.30

7 幼稚園・保育園 保育幼稚園課 和田　有企子 H29.6.1 H29.6.1～H30.9.30

8 自然体験活動施設
みなくち子ども
の森　所長

小西　省吾 H28.10.1 H28.10.1～H30.9.30

甲賀市青少年自然体験活動推進委員会　委員名簿

青少年
関係団
体代表
者

行政関
係者
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○甲賀市青少年自然体験活動推進委員会規則 
平成２６年１月２９日 
教育委員会規則第１号 

（趣旨） 
第１条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例（平成２５年甲賀市条例第３５号）第３条

の規定に基づき、甲賀市青少年自然体験活動推進委員会（以下「委員会」という。）の組

織、運営その他必要な事項を定めるものとする。 （委員長及び副委員長） 
第２条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。 
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
（会議） 

第３条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 
２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 
４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 

（専門部会の設置） 
第４条 委員会に専門的な事項の調査及び研究を行うため、必要に応じて専門部会（以下

「部会」という。）を置くことができる。 
２ 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。 
３ 部会には部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。 
４ 部会は、部会長が必要に応じ招集し、その議長となる。 
５ 部会長は、部会の会務を掌握し、協議の経過及び結果を委員長に報告する。 
６ 部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 

（庶務） 
第５条 委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育課において処理する。 
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（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

付 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 



報告事項・議題 

１．平成２９年度甲賀市青少年自然体験活動振興計画に基づく事業実施状況について 

 ・別紙参照（資料５） 

 

２．平成３０年度甲賀市青少年自然体験活動振興計画に基づく事業実施・計画について 

（資料６） 

（１）野外調理施設について（資料７） 

  研修施設と位置づけ、研修、主催事業のみとし、一般利用はしない。 

  ・施設概要は別紙のとおり 

  ・４月以降の利用 ６月１４日（木）第４回自然体験活動担当職員等研修会 

           ６月１６日（土）第１回青少年自然体験活動指導者等研修会 

           ６月３０日（土）青少年団体研修会 

  今後の活用 

   研修会として利用するとともに、定期的に親子対象のデイキャンプ（仮称：キャンプ

カフェ）を実施していく予定 

 

（２）甲賀市青少年活動セミナーについて 

 

①開催の目的 
  このセミナーでは、青少年の活動に関わる市内の各種団体等の方々が、青少年活動の

意義と企画・実施における安全対策の重要性を認識し、安全かつ効果的に事業が実施で

きるよう、意識と能力を高める機会とする。 

 

②研修会テーマ 

・基調講演    「子どもたちの「好き」を伸ばすために必要なこと」 

・ワークショップ 「どうやったら広められる？青少年活動の大切さ」 
 

③主催 

甲賀市教育委員会 

 

④日時 

平成３０年７月７日（土）午後３時～午後５時３０分（午後２時３０分開場） 

 

⑤会場 

甲賀市碧水ホール イベントホール 

 

⑥参加対象者  

青少年団体等の指導者・関係者、青少年自然体験活動の企画運営者等 

環境において青少年活動を行なっている団体・企業及び一般市民 

し資料４ 



自然体験活動に関わる市職員および新規採用職員等 

 

⑦プログラム 

１４時３０分 受付開始 

１５時 開 会   

      ・黙祷 

      ・市民憲章の唱和 

      ・開会あいさつ 

１５時１０分 基調講演「子どもたちの「好き」を伸ばすために必要なこと」 

       大阪府青少年活動財団 今井 正裕さん 

１６時００分 グループごとにワークショップ 

１７時００分 発表・講師による講評 

１７時２５分 閉会 

１７時３０分 解散    
 

（３）甲賀市青少年活動安全誓いのつどいについて 

 

①趣旨 

  このつどいでは、本市の安全管理体制を改めて点検し、野外活動をはじめとする青少 

 年活動について、市民参加のもと安全・安心かつ効果的に実施し、検証しながら今後の 

 取組に活かすことを確認する場として開催する。 

 

②日時 

  平成３０年７月３１日（火）１９時～２１時 

 

③会場 

  あいこうか市民ホール（甲賀市水口町水口５６３３ ＴＥＬ0748-62-2626） 

 

④主催 

  甲賀市・甲賀市教育委員会 

 

⑤対象 

  市民、市のすべての機関、学校関係者および市内青少年活動団体の指導者等 

 

⑥プログラム 

  １８時３０分 受 付開始 

  １９時００分 開 会 

         ・黙祷 

         ・市民憲章の唱和 

         ・開会あいさつ 



・報告「甲賀市の安全管理の取り組みについて」 

         ・講演会 

  ２０時５０分 閉 会 

         ・閉会あいさつ 

                 

（４）自然体験活動事業（ニンニン忍者キャンプ）について 

①夏キャンプ 

・実施期間：８月７日（火）～１１日（土・祝） ４泊５日 

・対  象：小学校４年生～中学校３年生 

・定  員：３０人 

・実施場所：滋賀県希望が丘文化公園野外活動センター・青年の城 

 

②秋キャンプ 

・実施期間：１０月６日（土）～７日（日） １泊２日 

・対  象：小学校３年生～小学校４年生 

・定  員：２０人 

・実施場所：水口スポーツの森西キャンプ場・ロッジ 

 

③親子デイキャンプ 

・実施期間：１１月１７日（土）・１８日（日） 日帰り２回 

・対  象：小学校３年生～小学校４年生 

・定  員：各実施日１５組程度５０人 

・実施場所：水口スポーツの森西キャンプ場・ロッジ 

 

（５）自然体験活動担当職員研修 

  ・日  程：平成３０年５月１８日（金）～７月７日（土）（全５回） 

  ・場  所：市内各施設 

  ・対  象：自然体験活動に関わる市職員および新規採用職員等 

   

第１回 ５月１８日（金）企画・安全対策の大切さを考える 

   第２回 ５月２５日（金）アレルギー・応急手当・子どもの救急措置 

   第３回 ６月７日（木）しがこども体験活動指導者研修会 

   第４回 ６月１４日（木）子どもたちの安全な野外活動の実施に向けて 

   第５回 ７月７日（土）甲賀市青少年活動セミナー 

 

（６）青少年自然体験活動指導者等研修会 

 ①第１回 

 ・開催日時：６月１６日（土）９:３０～１５:３０ 

 ・開催場所：甲南青少年研修センター 野外調理施設 

 ・内  容：ＫＹＴ危険予知トレーニング、野外調理、ネイチャーゲーム 



 ・参加人数：９人 

 

 ②第２回 

 ・開催日時（２～３月ごろ）、場所、内容未定  

 

３．今後の事業実施について 

次年度以降の「青少年活動安全誓いのつどい」の開催について 

・今年で１１回を向かえ、事業を見直す時期に来ている。ご遺族、市議会などと協議をし、

合意を得た上で見直しを行なう。 

・各種団体の指導者など、現場で活動をされている指導者の皆さんの役立つような方法で

事業を行う方向で検討 

 

４．その他 



資料５

項　目 展開のプラン 実施事業 事業内容 実施計画・時期等 意見等

①青少年の自然体験における安全対
策マニュアルの提供と活用

青少年の自然体験活動における安
全対策マニュアルの配布

自然体験活動を実施する青少年活動団体等への「青少年
の自然体験活動における安全対策マニュアル」を配布す
る。

青少年の自然体験活動を考えるつどい（１２月８日開催）において配布

②自然体験活動を安全に実施するた
めのチェック機能の確立

青少年自然体験活動推進委員会で
の確認

青少年自然体験活動において、実施事業が安全に実施さ
れたか精査をする。

青少年自然体験活動推進委員会の開催
　・第１回委員会：９月２１日（木）　１９:３０～２１:３０

自然活動支援センターの内容を活動
団体等へ案内する。

自然体験活動を行う団体へ、ライフジャケット等安全に実
施するための備品の貸出の案内する。

甲南青少年研修センター等において、備品の貸出しを案内

夏休みセーフティハンドブックの配布 夏休み前に市内の小学４年生に配布する。
ハンドブックの配布（７月）
　・配布部数　９１１部

自然体験活動を安全に実施するた
めの啓発

夏休み前に広報誌、あいコムこうか、防災無線等を利用し
ての啓発広く市民に啓発する。

・あいコムこうか、防災行政無線、あいコムこうか文字放送、防災情報掲示
盤を利用して啓発（７月１日～３１日）
・市内公民館、図書館に自然体験活動に関するコーナーを設置（７月１日
～３１日）
・広報あいこうか７月１日号やＨＰなどの広報媒体により啓発

指導者研修会の実施

安全意識の向上と技術取得を目的とした研修会を実施す
る。

青少年の自然体験活動を考えるつどい
　・と　き　　１２月８日（金）19:00～21:00
　・場　所　甲南情報交流センター（忍の里プララホール）
　・テーマ　「子どもとともに」
　・講　師　オーパルオプテックス（株）　山脇　秀錬氏
　・内　容　基調講演、パネルディスカッション
　・参加数　５４人

青少年活動安全誓いのつどいの実
施

甲賀市青少年活動安全誓いの日に四万十川での事故を
教訓として、自然体験活動を安全に実施することの大切さ
を再認識する場として「甲賀市青少年活動安全誓いのつ
どい」を実施する。

青少年活動安全誓いのつどい
　・と　き　　７月３１日（月）19:00～21:00
　・場　所　あいこうか市民ホール
　・テーマ　「子どもたちの心豊かな成長を願って～安全・安心な自然体験
活動の環境づくりが引き出す子どもたちの生きる力～」
　・講　師　日本野外教育学会会長　永吉　宏英氏
　・参加数　６２７人

①自然体験活動の大切さの理解を広
める

自然体験活動を安全に実施するた
めの啓発

夏休み前に広報誌、あいコムこうか、防災無線等を利用し
ての啓発広く市民に啓発する。

・あいコムこうか、防災行政無線、あいコムこうか文字放送、防災情報掲示
盤を利用して啓発（７月１日～３１日）
・市内公民館、図書館に自然体験活動に関するコーナーを設置（７月１日
～３１日）
・広報あいこうか７月１日号やＨＰなどの広報媒体により啓発

夏休みセーフティハンドブックの配布 夏休み前に市内の小学４年生に配布する。
ハンドブック配布
　・配布数　９１１部

小学３・４年生を対象にキャンプの入門編を実施し、参加
児童に対し少年期に自然とふれあう機会を提供する。

ニンニン忍者秋キャンプ
　・と　き　１０月８日（日）～９日（月祝）
　・場　所　水口スポーツの森西キャンプ場
　・参加数　１８名
　・対　象　小学３・４年生

就学前幼児とその保護者を対象にキャンプの楽しさを体
験する機会を提供する。

親子ディキャンプ
　・と　き　１１月１８日（土）・１９日（日）
　・場　所　水口スポーツの森西キャンプ場
　・参加数　１８日　１１組　大人１５人　子ども１５人
　　　　　　　１９日　１３組　大人２０人　子ども２４人

自然体験活動実施への指導・助言
小学生や未就学児等の団体に自然活動を積極的に実
施してもらう支援を行う。

青少年自然活動指導員の派遣

①指導者の発掘・登録などの指導体
制の整備

指導者データベースの整備
広報等を利用しながら自然体験活動の知識や技能を持っ
た方々を把握するのと併せ、養成研修で資格を得た方々
を登録し、子ども会等の青少年団体へ情報提供をする。

ボランティアを募集し、実施を検討

②自然体験活動指導者の養成 養成研修の実施
市民の方の中で、自然体験活動の知識や技術を持った方
や興味のある方を対象に、研修を行い、指導者の養成行
う。

青少年の自然体験活動を考えるつどい【再掲】
　・と　き　　１２月８日（金）19:00～21:00
　・場　所　甲南情報交流センター（忍の里プララホール）
　・テーマ　「子どもとともに」
　・講　師　オーパルオプテックス（株）　山脇　秀錬氏
　・内　容　基調講演、パネルディスカッション
　・参加数　５４人

平成２９年度 青少年自然体験活動事業実績　一覧表

（１）安全実
施のための
体制の確立
と啓発

③安全に実施するための情報提供

④自然体験活動を安全に実施するた
めの学習機会の提供

（２）自然体
験活動に対
する理解の
促進

②小さい頃から自然に接する機会の
推進

自然体験活動の実施

（３）自然体
験活動の指
導者・団体の

育成



資料５

項　目 展開のプラン 実施事業 事業内容 実施計画・時期等 意見等

平成２９年度 青少年自然体験活動事業実績　一覧表

③青年リーダー（ジュニアリーダー）の
育成

リーダー養成キャンプの実施および
養成講習会への参加

次代を担うリーダーとして活躍できる体制づくりを検討す
る。

青年リーダー養成研修
　５～６月にかけて、自然体験活動の青年層の指導的立場のリーダーを養
成するための研修を実施（実施回数は　6/17、6/24　の２回）

ニンニン忍者キャンプ　※台風５号により中止
　・と　き　８月８日（火）～１２日（土）
　・場　所　滋賀県希望が丘文化公園野外活動センター
　・申込数　２５名
　・対　象　小学４年生～中学３年生

④自然体験活動を指導する団体への
支援と育成

研修会の実施

指導者を対象に知識、技術面のスキルアップを目的とした
研修会を実施する。また、セーフティハンドブックやマニュ
アルなど自然体験活動を安全に実施するための資料の提
供を行う。

青少年の自然体験活動を考えるつどい【再掲】
　・と　き　　１２月８日（金）19:00～21:00
　・場　所　甲南情報交流センター（忍の里プララホール）
　・テーマ　「子どもとともに」
　・講　師　オーパルオプテックス（株）　山脇　秀錬氏
　・内　容　基調講演、パネルディスカッション
　・参加数　５４人

⑤市内の青少年関係団体間での情報
交換の場の設置

情報交流会の実施
市内の自然体験活動を実施している団体の代表者による
情報交換と研修会を実施し、指導者のレベルアップを図
る。

青少年の自然体験活動を考えるつどい等に検討予定

ニンニン忍者キャンプ　【再掲】　※台風５号により中止
　・と　き　８月８日（火）～１２日（土）
　・場　所　滋賀県希望が丘文化公園野外活動センター
　・申込数　２５名
　・対　象　小学４年生～中学３年生

ニンニン忍者秋キャンプ　【再掲】
　・と　き　１０月８日（日）～９日（月祝）
　・場　所　水口スポーツの森西キャンプ場
　・参加数　１８人
　・対　象　小学３・４年生

各公民館主催の事業実施
各公民館において市内の自然を活かした青少年を対象に
した自然体験活動の実施する。

各公民館において実施

②自然体験活動に関する事業の情報
提供

自然体験活動情報紙の作成
市内外で実施される事業および安全実施の啓発などを掲
載した冊子を作成し、市内の小学生・保護者および主な公
共施設に配布する。

市内外で実施される事業および安全実施の啓発を市ホームページ等で掲
載実施。

③自然体験活動を実施するための参
考資料などの提供

市内の図書館、公民館への参考資
料の設置

青少年の自然体験活動における安全対策マニュアルをは
じめ、自然体験活動に関する書籍を設置する。特に７月～
８月中については、特別コーナーを設置する。

特設コーナーの設置

①子どもたちが身近に自然に触れるこ
とができる場の確保

自然活動施設の整備 未実施 未実施

②自然体験活動を支援するための拠
点となる施設の整備

活動に要する資材の一括管理
青少年自然活動支援センター及び社会教育課所管で管
理している自然体験活動で使用する機材をデータベース
化して一括管理をする。

青少年活動の拠点施設となる甲南青少年研修センターにおいて、研修施
設として野外調理施設の整備行う。
また、継続して、備品の貸出を行う。

③市内の自然体験活動施設の活用と
整備

自然活動施設の定期点検
夏休み前に、キャンプ場をはじめ子どもたちが遊ぶ施設の
安全確認の一斉点検を行う。

７月中に施設管理部局で実施

その他 担当職員研修　全６回　　①5/10　②5/19　③5/24　④5/30　⑤6/7　⑥7/31

（３）自然体
験活動の指
導者・団体の

育成

（５）自然体
験活動の場
の確保と整

備

（４）自然
体験活動の
機会と情報
の提供

①市内の自然を活用した自然体験活
動のプログラム開発と提供

青少年自然活動支援センター主催
の事業実施

市内の小学生を対象にした自然体験活動（キャンプ、野外
体験講座など）を実施する。



資料６

項　目 展開のプラン 実施事業 事業内容 実施計画・時期等 意見等

①青少年の自然体験における安全対
策マニュアルの提供と活用

青少年の自然体験活動における安
全対策マニュアルの配布

自然体験活動を実施する青少年活動団体等への「青少
年の自然体験活動における安全対策マニュアル」を配布
する。

青少年活動セミナー（７月７日開催）において配布

②自然体験活動を安全に実施するた
めのチェック機能の確立

青少年自然体験活動推進委員会で
の確認

青少年自然体験活動において、実施事業が安全に実施
されたか精査をする。

青少年自然体験活動推進委員会の開催
　・第１回委員会：７月３日（火）　１９:３０～

自然活動支援センターの内容を活
動団体等へ案内する。

自然体験活動を行う団体へ、ライフジャケット等安全に実
施するための備品の貸出の案内する。

甲南青少年研修センター等において、備品の貸出しを案内

夏休みセーフティハンドブックの配布 夏休み前に市内の小学４年生に配布する。
ハンドブックの配布（７月）
　・配布部数　９２０部

自然体験活動を安全に実施するた
めの啓発

夏休み前に広報誌、あいコムこうか、防災無線等を利用
しての啓発広く市民に啓発する。

・あいコムこうか、防災行政無線、あいコムこうか文字放送、防災情報掲示盤を利
用して啓発（７月１日～３１日）
・市内公民館、図書館に自然体験活動に関するコーナーを設置（７月１日～３１日）
・広報あいこうか７月１日号やＨＰなどの広報媒体により啓発

指導者研修会の実施

安全意識の向上と技術取得を目的とした研修会を実施す
る。

青少年活動セミナー
　・と　き　　７月７日（金）15:00～17:30（予定）
　・場　所　碧水ホール
　・テーマ　基調講演「子どもたちの『すき』を伸ばすために必要なこと」
　　　　　　　ワークショップ「どうやったら広められる?青少年活動の大切
　　　　　　　　　　　　　　　　さ」
　・講　師　一般財団法人大阪府青少年活動団体　今井　正裕氏
　・参加数　１５０名見込

青少年活動安全誓いのつどいの実
施

甲賀市青少年活動安全誓いの日に四万十川での事故を
教訓として、自然体験活動を安全に実施することの大切
さを再認識する場として「甲賀市青少年活動安全誓いの
つどい」を実施する。

青少年活動安全誓いのつどい
　・と　き　　７月３１日（火）19:00～21:00
　・場　所　あいこうか市民ホール
　・テーマ　調整中
　・講　師　調整中
　・参加数　８００人予定

①自然体験活動の大切さの理解を広
める

自然体験活動を安全に実施するた
めの啓発

夏休み前に広報誌、あいコムこうか、防災無線等を利用
しての啓発広く市民に啓発する。

・あいコムこうか、防災行政無線、あいコムこうか文字放送、防災情報掲示盤を利
用して啓発（７月１日～３１日）
・市内公民館、図書館に自然体験活動に関するコーナーを設置（７月１日～３１日）
・広報あいこうか７月１日号やＨＰなどの広報媒体により啓発

夏休みセーフティハンドブックの配布 夏休み前に市内の小学４年生に配布する。
ハンドブック配布
　・配布数　９２０部

小学３・４年生を対象にキャンプの入門編を実施し、参加
児童に対し少年期に自然とふれあう機会を提供する。

ニンニン忍者秋キャンプ
　・と　き　１０月６日（土）～７日（日）
　・場　所　水口スポーツの森西キャンプ場
　・参加数　２０名予定
　・対　象　小学３・４年生

就学前幼児とその保護者を対象にキャンプの楽しさを体
験する機会を提供する。

親子ディキャンプ
　・と　き　１１月１７日（土）・１８日（日）
　・場　所　水口スポーツの森西キャンプ場
　・参加数　１７日　１５組予定
　　　　　　　１８日　１５組予定

自然体験活動実施への指導・助言
小学生や未就学児等の団体に自然活動を積極的に実
施してもらう支援を行う。

青少年自然活動指導員の派遣

（３）自然体
験活動の指
導者・団体の
育成

①指導者の発掘・登録などの指導体
制の整備

指導者データベースの整備

広報等を利用しながら自然体験活動の知識や技能を
持った方々を把握するのと併せ、養成研修で資格を得た
方々を登録し、子ども会等の青少年団体へ情報提供をす
る。

ボランティアを募集し、実施を検討

平成３０年度 青少年自然体験活動事業計画　一覧表

（１）安全実
施のための
体制の確立
と啓発

③安全に実施するための情報提供

④自然体験活動を安全に実施するた
めの学習機会の提供

（２）自然体
験活動に対
する理解の
促進

②小さい頃から自然に接する機会の
推進

自然体験活動の実施



資料６

項　目 展開のプラン 実施事業 事業内容 実施計画・時期等 意見等

平成３０年度 青少年自然体験活動事業計画　一覧表

（３）自然体
験活動の指
導者・団体の
育成

②自然体験活動指導者の養成 養成研修の実施
市民の方の中で、自然体験活動の知識や技術を持った
方や興味のある方を対象に、研修を行い、指導者の養成
行う。

青少年活動セミナー　【再掲】
　・と　き　　７月７日（金）15:00～17:30（予定）
　・場　所　碧水ホール
　・テーマ　基調講演「子どもたちの『すき』を伸ばすために必要なこと」
　　　　　　　ワークショップ「どうやったら広められる?青少年活動の大切
　　　　　　　　　　　　　　　　さ」
　・講　師　一般財団法人大阪府青少年活動団体　今井　正裕氏
　・参加数　１５０名見込

③青年リーダー（ジュニアリーダー）の
育成

リーダー養成キャンプの実施および
養成講習会への参加

次代を担うリーダーとして活躍できる体制づくりを検討す
る。

青年リーダー養成研修
　５～６月にかけて、自然体験活動の青年層の指導的立場のリーダーを養成する
ための研修を実施（実施回数は　6/9、6/16、7/7　の3回）

ニンニン忍者キャンプ
　・と　き　８月７日（火）～１１日（土・祝）
　・場　所　滋賀県希望が丘文化公園野外活動センター・青年の城
　・申込数　３０人予定
　・対　象　小学４年生～中学３年生

④自然体験活動を指導する団体への
支援と育成

研修会の実施

指導者を対象に知識、技術面のスキルアップを目的とし
た研修会を実施する。また、セーフティハンドブックやマ
ニュアルなど自然体験活動を安全に実施するための資
料の提供を行う。

青少年活動セミナー【再掲】
　・と　き　　７月７日（金）15:00～17:30（予定）
　・場　所　碧水ホール
　・テーマ　基調講演「子どもたちの『すき』を伸ばすために必要なこと」
　　　　　　　ワークショップ「どうやったら広められる?青少年活動の大切さ」
　・講　師　一般財団法人大阪府青少年活動団体　今井　正裕氏
　・参加数　１５０名見込

⑤市内の青少年関係団体間での情報
交換の場の設置

情報交流会の実施
市内の自然体験活動を実施している団体の代表者によ
る情報交換と研修会を実施し、指導者のレベルアップを
図る。

青少年の自然体験活動を考えるつどい等に検討予定

ニンニン忍者キャンプ【再掲】
　・と　き　８月７日（火）～１１日（土・祝）
　・場　所　滋賀県希望が丘文化公園野外活動センター・青年の城
　・申込数　３０人予定
　・対　象　小学４年生～中学３年生

ニンニン忍者秋キャンプ　【再掲】
　・と　き　１０月６日（土）～７日（日）
　・場　所　水口スポーツの森西キャンプ場
　・参加数　２０名予定
　・対　象　小学３・４年生

各公民館主催の事業実施
各公民館において市内の自然を活かした青少年を対象
にした自然体験活動の実施する。

各公民館において実施

②自然体験活動に関する事業の情報
提供

自然体験活動情報紙の作成
市内外で実施される事業および安全実施の啓発などを
掲載した冊子を作成し、市内の小学生・保護者および主
な公共施設に配布する。

市内外で実施される事業および安全実施の啓発を市ホームページ等で掲載実
施。

③自然体験活動を実施するための参
考資料などの提供

市内の図書館、公民館への参考資
料の設置

青少年の自然体験活動における安全対策マニュアルを
はじめ、自然体験活動に関する書籍を設置する。特に７
月～８月中については、特別コーナーを設置する。

特設コーナーの設置

①子どもたちが身近に自然に触れる
ことができる場の確保

自然活動施設の整備 未実施 未実施

②自然体験活動を支援するための拠
点となる施設の整備

活動に要する資材の一括管理
青少年自然活動支援センター及び社会教育課所管で管
理している自然体験活動で使用する機材をデータベース
化して一括管理をする。

青少年活動の拠点施設となる甲南青少年研修センターにおいて、研修施設として
野外調理施設の整備行う。
また、継続して、備品の貸出を行う。

③市内の自然体験活動施設の活用と
整備

自然活動施設の定期点検
夏休み前に、キャンプ場をはじめ子どもたちが遊ぶ施設
の安全確認の一斉点検を行う。

７月中に施設管理部局で実施

その他

（５）自然体
験活動の場
の確保と整

備

担当職員研修　全５回　　①5/18　②5/25　③6/7　④6/14　⑤7/7

（３）自然体
験活動の指
導者・団体の

育成

（４）自然
体験活動の
機会と情報
の提供

①市内の自然を活用した自然体験活
動のプログラム開発と提供

青少年自然活動支援センター主催
の事業実施

市内の小学生を対象にした自然体験活動（キャンプ、野
外体験講座など）を実施する。



甲賀市甲南青少年研修センター 
【野外調理研修施設－概要－】 

 

 

工 事 概 要                    
建 設 地 滋賀県甲賀市甲南町葛木８７５ 

設計監督 株式会社 丸山建築事務所 

施  工 株式会社 緩利 

工  期 着工  平成３０年 １月２３日 

      竣工 平成３０年 ３月３０日 

総工事費 ８，８０２千円 

     （全額一般財源） 

施 設 概 要               
面積 ２５．８０㎡ 
施設内訳 
・屋根（ボルト式折板） 
・かまど（赤レンガ積・４箇所） 
・ロストル（２段） 
・造り付調理台（ひのき・２箇所） 
・流し台（ステンレス・２箇所） 

 

甲 賀 市 教 育 委 員 会 
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かまど ロストル 

 
造り付調理台 流し台 

 
 

【野外調理研修施設運用方針】 
●目的                 

・次代を担う青少年やその指導者が、研修

や交流を通じて、仲間づくりを進め、規

律、自主及び共同の精神を養うために設

置する。 

 

●利用方法               

・野外調理における安全意識や技術、知識

の向上に資する研修施設として利用す

る。 

・甲賀市教育委員会事務局社会教育課が上

記目的を達成するため、研修計画に基づ

き利用する。 

  （研修計画は別紙のとおり） 

●利用時間等              

【利用時間】午前９時から午後８時まで 

【休 館 日】月曜日、年末年始（12 月 25

日から翌年 1 月 4 日まで） 

 

 

●管理方法               

・甲賀市教育委員会事務局社会教育課は必

要に応じて道具等の購入や、安全対策を

講じる。 

・施設管理マニュアルは別途作成する。 

 
 



（別紙） 

甲賀市甲南青少年研修センター野外調理研修施設を利用した研修計画 
 

【指導者対象研修】                                

青少年の自然体験活動に関わる市内の各種団体等の指導者が、自然体験活動の意義と企

画・実施における安全対策の重要性を認識し、子どもたちの成長に必要な様々な体験を安

全かつ効果的に提供できるよう、自然体験活動における知識・技術等を高めることを目的

として開催する。 

 

【一般・親子対象研修】                               

親子等が野外調理を通して、野外活動の楽しさや大切さを体験し、自然体験活動への興

味や関心、参加意欲を高めることを目的として開催する。 

 

【青年リーダー対象研修】                             

甲賀市青少年自然体験活動事業において、参加する子どもたちと活動を共にしながら、

野外調理や自然遊びのサポートをする上で青年リーダーとして必要な知識、技能、心構え

を身につけることを目的として開催する。 

 



○甲賀市甲南青少年研修センター条例 

平成１６年１０月１日 

条例第１６９号 

改正 平成１７年１２月２２日条例第９０号 

平成２６年１２月１７日条例第３１号 

（設置） 

第１条 次代を担う青少年やその指導者が、研修や交流を通じて、仲間づくりを進

め、規律、自主及び共同の精神を養うための青少年活動の拠点施設として、甲賀

市甲南青少年研修センター（以下「研修センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

甲賀市甲南青少年研修センター 甲賀市甲南町葛木８７５番地 

（管理） 

第３条 研修センターは、甲賀市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管

理する。 

２ 研修センターは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率

的かつ適正に運用しなければならない。 

（利用時間等） 

第４条 研修センターの利用時間は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 宿泊利用 午後１時から翌日午前１０時まで 

（２） 日帰り利用 午前９時から午後１０時まで 

２ 研修センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 月曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定す

る休日の翌日 

（３） １２月２５日から翌年１月４日まで 

３ 教育委員会は、第１項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休館

日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。 

（利用の許可） 
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第５条 研修センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受

けなければならない。 

（利用の制限等） 

第６条 教育委員会は、研修センターを利用しようとする者が次の各号のいずれか

に該当するときは、研修センターの利用を許可しない。 

（１） 公益を害するおそれがあるとき。 

（２） 施設等を破損するおそれがあるとき。 

（３） 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益に

なると認められるとき。 

（４） その他研修センターの管理運営に支障を来すおそれがあるとき。 

（利用許可の取消し） 

第７条 教育委員会は、利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が次の

各号のいずれかに該当するときは、その利用を中止させ、又は許可を取り消すこ

とができる。 

（１） 許可の条件に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。 

（２） 公務上その他研修センターの都合により、利用させることができなくな

ったとき。 

２ 前項第１号の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その

責めを負わない。 

（使用料） 

第８条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなけ

ればならない。 

（使用料の減免） 

第９条 市長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところ

により、使用料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第１０条 市長は、既に納入した使用料は還付しない。ただし、天災地変その他利

用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還

付することができる。 

（損害賠償責任） 



第１１条 利用者が、故意又は過失によって施設及び設備等を破損し、又は滅失し

たときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させ

ることが適当でないと認めたときは、この限りでない。 

（指定管理者の指定等） 

第１２条 教育委員会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定により、研修センターの管理に関する次に掲げる業務（以下「管理

業務」という。）を指定管理者に行わせることができる。 

（１） 研修センターの利用許可に関する業務 

（２） 研修センターの利用料金（地方自治法第２４４条の２第８項に規定する

料金をいう。以下同じ。）の収受に関する業務 

（３） 研修センターの維持管理に関する業務 

（４） 前３号に掲げるもののほか、研修センターの運営に関して教育委員会が

必要と認める業務 

２ 前項の規定により、教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合におけ

る第５条、第６条及び第７条第１項の規定の適用については、「教育委員会」と

あるのは「指定管理者」と、第７条第２項の規定の適用については、「市」とあ

るのは「市及び指定管理者」と、第９条及び第１０条の規定の適用については、

「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定により、教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合にお

いて、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、第４条に規定す

る利用時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。 

（利用料金） 

第１３条 前条第１項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における

利用料金の額は、別表の範囲において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定

めるものとする。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲南町青少年研修センター設置条

例（平成１２年甲南町条例第３３号）の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

付 則（平成１７年条例第９０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市甲南青少年

研修センター条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員

会に対してなされた申請その他の行為（同日以後の利用に係るものに限る。）は、

この条例による改正後の甲賀市甲南青少年研修センター条例の規定により指定管

理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為

とみなす。 

付 則（平成２６年条例第３１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市甲南青少年

研修センター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理

者に対してなされた申請その他の行為（同日以降の利用に係るものに限る。）は、

この条例による改正後の甲賀市甲南青少年研修センター条例の規定により教育委

員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為

とみなす。 

別表（第８条関係） 

１ 宿泊を伴う場合 

対象 金額 備考 

中学生以下 １泊１人当たり ５００円 寝具使用料は含まない。 

１３：００から翌日１０：００まその他 １泊１人当たり １，０００



円 で。 

備考 

１ 寝具１回当たりの使用料は、次のとおりとする。 

寝具 ２００円 

２ 市外の者が使用する場合の使用料は、規定の額の１．５倍とする。 

３ その他この施設の使用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内において

利用者に負担させることができる。 

２ 宿泊を伴わない場合 

時間

室名 

９：００～１２：０

０ 

１３：００～１７：

００ 

１７：００～２

２：００ 

研修室（和

室） 

さくら ９００円 １，２００円 １，５００円

さつき ９００円 １，２００円 １，５００円

もみじ ４５０円 ６００円 ７５０円

さざんか ４５０円 ６００円 ７５０円

会議室 １，５００円 ２，０００円 ２，５００円

ホール １，２００円 １，６００円 ２，０００円

調理室 ９００円 １，２００円 １，５００円

備考 

１ １時間当たりの使用料は、次のとおりとする。 

さくら及びさつき １室につき ３００円 

もみじ及びさざんか １室につき １５０円 

会議室 ５００円 ホール ４００円 

調理室 ３００円 

２ 市外の者が利用する場合の使用料は、規定の額の１．５倍とする。 

３ その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内において利

用者に負担させることができる。 

 



○甲賀市青少年自然活動支援センター設置要綱 

平成２０年３月２７日 

教育委員会告示第５号 

改正 平成２１年３月２８日教委告示第２号 

（設置） 

第１条 青少年を対象とした自然活動の安全確保を支援するために、甲賀市教育委

員会（以下「教育委員会」という。）に甲賀市青少年自然活動支援センター（以

下「自然活動支援センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 自然活動支援センターは、教育委員会事務局社会教育課内に置く。 

（職員） 

第３条 自然活動支援センターには、次の職員を置く。 

（１） 所長 

（２） 指導員 

（３） その他の職員 

（職務） 

第４条 所長は、上司の命を受け自然活動支援センターの事業を掌理し、所属職員

を指揮監督する。 

２ 指導員は、専門的な指導及び調査研究を行う。 

３ その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。 

（分掌事務） 

第５条 自然活動支援センターの分掌事務は次のとおりとする。 

（１） 青少年の自然活動における、安全性向上の支援に関すること。 

（２） 青少年の自然活動を担当する職員の人材育成の支援に関すること。 

（３） 青少年の自然活動に関わる市民や団体に対する安全教育や情報提供の支

援に関すること。 

（４） 青少年の自然活動における、安全対策及び安全教育の調査研究に関する

こと。 

（その他） 

第６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 
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付 則 

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

付 則（平成２１年教委告示第２号） 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

 


